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研究要旨 
 

本研究では、就労継続支援B型事業所における農業を用いた就労支援の実態、機能、効果について調

査した。結果、農業を用いた就労支援に関心が高い一方で導入に向けた課題があること、農業を用いた

就労支援は利用者の安心感と交流の場の機能を意図されて提供されていること、農業を用いた就労支援

が利用者のQOLの向上と一般就労への意向に向けた支援効果を持つことが示唆された。これらの知見に

ついては、支援プログラムに求められる視点として参考にできると考えられた。 
 

A. 研究目的 
近年、農福連携の実践に注目が集まっている。

農福連携は「農業と福祉が連携することで、障害

者の農業分野での活躍を促すことにより、農業経

営の発展と障害者の自信や生きがいを創出し、そ

して最終的に社会参画を実現する取組みである」

（農福連携等推進会議，2019）。この農福連携

は、農業分野の従事者不足等の課題に寄与するだ

けでなく、福祉分野の就業機会の不足などの課題

を相互に補い合うため（小柴・吉田，2016；木

下，2019）、工賃の向上および障害者の生活の

質の向上に寄与することが期待される。また、神

田ら（2014）は、大学研究センターの花き普及

等活動における福祉施設との連携事例を取り上

げ、農業活動としての有益性と障害者への訓練機

会の提供といった農業および福祉の両領域の利点

について報告している。 
このような中、障害者の就労支援施設である就

労移行支援事業所や就労継続支援B型事業所にお

いても農福連携は強く関心を持たれている（日本

財団，2019）。 
農福連携の実践が注目を集めている一方で、就

労継続支援B型事業所などにおいて農業を用いた

就労支援を実施することの効果については十分に

検討がされていない現状がある。この農業を用い

た就労支援の効果を検討するために、ここでは園

芸療法の実践に着目する。 
園芸療法は「近代文明の中で作られてきた

「庭」を用いた、心と感情の成長、地域社会の豊

かさと健康のための花・果物・野菜・灌木の栽培

に関する理論と実践のことである」（Relf, P. 
D. ，1992）。園芸療法を就労支援に用いること

は、利用者の自己概念、社会的なやり取り、身体

的活動、学習スキルの発達、職業的習慣の改善な

どの変化を、支援プログラムを通じて促すことが

できるとされている（Relf, P. D. ，1981）。その

他にも、精神障害者の就業（Grahn, P.，2017）、

知的障害者の手指機能、感情的行動、ソーシャル

スキルの改善（Joy, Y. S，2020）仕事の肯定的意

味づけ（Pálsdóttir, A. M.，2014）、ストレス緩和

（林，2004）、他者への関心拡大（柴谷，

2009）、療育効果・コミュニケーション能力等の

向上（上原，2001）、精神的ストレスの低下と肯

定的感情の増加（杉原，2012）の効果が報告され

ている。農福連携では農業を用いた就労支援を実

施するため、このような人間と植物の関係を治療
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に用いる園芸療法の取組みは、効果を検討する上

で参考になると考えられる。 
そこで、本研究は、次の3点を研究目的として

研究を実施する。 
 
(1) 就労継続支援B型事業所における農業を用い

た就労支援の取組み実態について明らかにす

る。【研究1】 
(2) 園芸療法の観点から農業を用いた就労支援の

機能について検討する。【研究1】 
(3) 農業を用いた就労支援の効果について整理す

る。【研究2】 
 
B. 研究方法 
1. 研究1 
1.1. 手続き 
研究者は、2019年度の研究において、農福連

携と園芸療法に関する文献調査及び農福連携を実

施する福祉施設に対する訪問ヒアリング調査を予

備調査として実施した。そして、これらの予備調

査から調査票を作成した。 
 2020年度の研究では、この調査票を用いて本

研究目的に関連する結果の分析を行う。 
1.2. 分析方法 
 数値データに対しては多変量解析を実施する。

自由回答についてはKH-Coderを用いてテキスト

マイニングを実施する。 
1.3. 倫理面への配慮 
回答については個々の事業所の自由意志であ

り、回答による不利益がないこと、収集されたデ

ータは厳重に保管・管理すること、回答は統計的

に処理し個人、事業所を特定できないこと、研究

以外の目的で使用しないことを調査票の表面に明

記した。また、返送を持って調査への協力の同意

を得られたとみなした。なお、本研究は、秋田大

学手形地区における人を対象とした研究倫理審査

委員会の承認を得た（令和元年度12月4日付 第
1-10号）。 
 
2. 研究2 

2.1. 手続き 
 農業を就労支援に取り入れている3つのB型事

業所を調査する。調査協力の依頼に対して同意の

得られたB型事業所を訪問し、各事業所の管理者

に対するヒアリングを行う。また、パンフレット

等から得られた事業所の情報も参考に分析をす

る。 
2.2. 分析方法 
事業所毎に事例として、事業所概要、農業活動

の内容、農業活動の経過、就労支援の視点の4点
から農業を用いた就労支援の実施状況及び支援の

効果について分類、整理をする。 
2.3. 倫理面への配慮 
実施に際しては、個人・施設名等の個人情報等

の匿名化、研究目的のみでの利用について説明

し、同意を得た。なお、本研究は、秋田大学手形

地区における人を対象とした研究倫理審査委員会

の承認を得た（令和2年4月10日付 第2-1
号）。 
 
C. 研究結果 
1. 研究1 
1.1. 就労継続支援B型事業所における農業を用い

た就労支援の取組み実態 
1.1.1. 登録利用者の状況 
登録利用者数の平均は、知的障害者14.1人、身

体障害者3.0 人、精神障害者8.8人、その他障害

者0.5人であり、知的障害者および精神障害者の

利用者数が多かった。また、最も選択が多かった

年代は、知的障害者では30歳代（59.6%）、身体

障害者では利用者なし（29.8%）、精神障害者で

は40歳代（36.8%）、その他障害では利用者なし

（83.1%）であった。 
1.1.2. 就労支援の実施状況 
農福連携の実施施設は12所あり、その作業内

容等を表1-1に提示した。B型事業所の平成30
年度平均工賃は全国16,118円、秋田県14,869円 
である（厚生労働省，2019）。全国の工賃額を超

えた事業所は1か所のみ、秋田県のそれも1か所
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のみであった。主な作業種目は、野菜、果樹、地

域産物の生産・販売であった。 
 農業関連作業の実施施設は17所あり、その作

業内容等を表1-2に提示した。全国の工賃額を超

えた事業所は4か所、秋田県のそれは6か所であ

った。代表的な作業種目は、畑作業、シイタケ栽

培等であった。 
 非農業作業の実施施設は31所あり、その作業

内容を表1-3に提示した。全国の工賃額の超えた

事業所は8か所、秋田県のそれは13か所であっ

た。平均工賃額の高い作業種目は、クリーニン

グ、販売等の作業であった。 
1.1.3. 農業を用いた就労支援の実施理由 
 農福連携の実施理由は、工賃向上に向けた取組

み（5所）、利用者に合った作業種目の検討（3
所）、地域からの要請（3所）、農業ノウハウを

持っていた（1所）であった。農業関連作業の実

施理由は、利用者に合った作業種目の検討（6
所）、農業ノウハウを持っていた（6所）、工賃

向上に向けた取組み（2所）、地域からの要請

（1所）であった。 
1.1.4. 農業に関連する就労支援への興味 
非農業作業の実施事業所の農業への興味ありと回

答した理由は、農業ノウハウがあれば実施したい

（3所）、工賃向上に向けての検討中（3所）、

地域からの要請があれば実施（3所）、利用者に

合った作業種目を検討中（2所）、その他（1
所）であった。興味なしの理由は、取組む余裕が

ない（5所）、農業ノウハウがない（5所）、利

用者にあった作業種目を検討した結果難しい（2
所）、その他（2所）であった。 
 
1.1.5. 就労支援の実施上の課題 
課題に関する合計全51の自由記述（農業作

業：26、非農業作業：25）を分析テキストとし

た。各タイプの語の出現回数を表1-4に示した。

農業作業は、作業、確保、職員、負担といった

語、非農業作業は、作業、単価、工賃、効率とい

った語の出現回数が高かった。 

 農業作業における課題の自由記述のテキストを

共起ネットワーク分析で分析した（図1-1）。課

題は、農作業の継続、販路の確保、生産効率の向

上、身体的な負荷、体力・体調面の管理、対応難

しい作業工程の6つに整理することができた。 
 非農業作業における課題の自由記述のテキスト

を共起ネットワーク分析で分析した（図1-2）。

課題は、従事可能な作業のなさ、工賃の向上、工

賃向上に向けた作業検討、効率を意識した作業設

定、作業単価の安さ、安定的な作業の確保、企業

的思考の不十分さの7つに整理することができ

た。 
 共起ネットワーク分析の結果から、農業および

非農業作業の間で、工賃向上に向けた課題認識は

共通する一方で、身体的負荷や体調面への配慮と

いった課題が農業作業においてのみ見られるとの

違いが明らかになった。 
 
1.2. 園芸療法の観点から農業を用いた就労支援の

機能についての検討 
1.2.1. 回答者の基本属性 
回答者の基本属性として、農業作業を行う事業

所は29所（48.3%）、非農業作業を行う事業所は

31所（51.7%）であった。また、知的障害を主と

する事業所は34所（56.6%）、精神障害を主とす

る事業所は19所（31.6%）であった。なお、以下

の分析では最も高い利用者の割合を持つ障害種を

各事業所の主たる利用者の障害種別とした。数が

少ないため身体及びその他障害を主とする事業所

及び主たる障害の割合が同じであり分類できない

事業所については除外した。 
1.2.2. 支援効果達成チェックリストに対する探索

的因子分析 
支援効果達成チェックリストへの回答に対して

プロマックス回転、最尤法による探索的因子分析

を行った。固有値の減衰状況及び因子の解釈可能

性から2因子構造が妥当であると考えられた。回

転後の最終的な因子パターンと因子間相関を表2-
1に示す。なお、回転前の2因子で8項目の全分

散を説明する割合は50.1%であった。第1因子
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は、利用者が安心感等に触れることができる、存

在を受け入れてもらえたと感じることができる、

気持ちや安らぎを感じることができる、ほっとで

きるといったような思いを持つことができるとい

ったことを表す項目から構成され、「安心感」因

子と命名した。第2因子は、交流の場を持つこと

ができる、心のゆとりを持つことができる、距離

感等の技能を身に付けることができる、身体的な

体験を共有できるといったことを表す項目から構

成され、「交流の場」因子と命名した。 
1.2.3. 作業種目間での因子得点の差 
農業・非農業作業の得点差の有無を対応のない

t検定により検討した（表2-2）。いずれの得点に

ついても有意な差は認められなかった（安心感：

p=.165, n.s.、交流の場：p=.686, n.s.）。 
 
2. 研究2 
2.1. 農業を用いた就労支援の効果 
2.1.1.事例１：事業所X 
事業所Xは県庁所在地のM市にある。利用者

定員20名のB型事業所である。利用者の多くは

精神障害の方である。主たる作業内容は、農業活

動の他、陶芸や公園の除草作業、空き家清掃など

を行っている。 
農業活動の具体的な内容は、郊外にある農地で

のニンニクなどの生産である。この農地は事業所

Xが所有しており、栽培、維持・管理、収穫、出

荷と一連の作業を行っている。 
 もともと事業所Xは精神障害者の退院支援及

び日中活動の場の提供を目的に家族会を中心に設

立された。設立当初より、自然を用いた活動が精

神症状の安定に寄与するという視点を持ってお

り、これを実現するための支援の一つとして農業

活動を就労支援の作業活動として導入した。現

在、郊外にある農地にて、ニンニクを中心に、タ

マネギ、カボチャなどの農作物の生産活動を行っ

ている。 
 事業所Xでは、利用者の希望に基づいて従事

する活動を決定している。これは、農業活動を実

施することを利用者に指示するのではなく、自己

決定を促し、農業活動に主体的に取組んでもらい

たいとの意図を持ってのことである。このような

活動の選択を中心として、主体性を育むことで利

用者のストレングスを引き出すことを意識して支

援していた。管理者は、利用者が主体的に取組む

ことで、重労働である農業活動を自分たちの仕事

として意識するようになるだけでなく、最終的に

工賃として見返りを得ることができると認識し、

それが働くことへの動機づけにつながっていると

考えていた。個々人によって程度の差はあるが、

利用者の多くは事業所の利用を開始する際に、何

か活動をしたいという欲求を持っているという。

全身を動かす農業活動はこのような身体的な活動

の欲求を満たしやすく、農業活動をきっかけに事

業所における他者との交流や作業活動にまで活動

範囲を広げていくことができるとのことであっ

た。 
また、単に農業活動の作業のみでなく、作業に

付随する活動の中に支援効果が生まれているとも

管理者は考えていた。その一つは、他の利用者と

の関わりの機会が生じることであった。広い農地

で一緒に活動するため、作業分担やチーム内での

相互支援が求められる。活動を介して、他の利用

者との人間関係を考えるきっかけやコミュニケー

ションの仕方を学ぶ機会となっているとのことだ

った。もう一つは、自分が生活する地域を見つめ

ることである。事業所Xの農地は郊外にあるた

め、毎日朝夕に送迎車で移動をしている。普段の

活動範囲が狭くなっている利用者にとって、移動

時に車窓から街並みや景観を見ることは、自分の

生活する地域を見つめるという楽しみにつながっ

ているとのことであった。 
2.1.2. 事例２：事業所Y 
 事業所Yは県庁所在地であるM市の隣に位置

するN市にある。N市は同県の山間部に位置す

る。利用者定員14名のB型事業所である。主な

利用者は知的障害や精神障害の方である。主たる

作業内容は、農業活動の他、建物の清掃作業、近

隣の企業からの委託による製造系の軽作業などを

行っている。 
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 農業活動の具体的な内容は、事業所の所在地域

にある個人農家における施設外就労が主である。

利用者を派遣して、トマト農家での収穫作業、無

農薬栽培を実施する農家での農地の除草、サツマ

イモやコメなどの収穫作業を行っている。 
 事業所Yは山間部に位置するため作業を受託

できる企業が近隣にないという状況があった。こ

のような中で、事業所Yは所在地域の個人農家

との交流機会を活用して農業活動の施設外就労の

受託を始めた。また、最近では、所在地域の農家

から田畑の除草作業の依頼を受ける機会が増えて

いるため、草刈り機の使用訓練なども行ってい

る。 
今後は、更なる農家からの施設外就労の要望を

受けていきたいとの思いがあるが、個々の農家に

営業をし、委託作業を開拓していくことに限界が

あると感じている。そのため、地域における事業

所Yの認知度を上げることや地域の農業協同組

合と連携することなどの方法を模索している。 
 事業所Yでは、軽作業などの室内作業も含

め、本人の希望に応じて作業活動を決定してい

る。農業活動は身体的な負担の大きさから希望が

少ないかと思いきや、身体を自由に動かせるこ

と、自然環境の中でリラックスして活動できるこ

とから、希望する利用者が比較的多いようであっ

た。管理者によると、農業活動は身体を多く使う

活動のため、利用者の疲れも大きいと感じるが、

農地という施設外での作業であるため、声を大き

く出しながら作業できることによるストレス発散

や自然環境での活動による興味の持ちやすさなど

の利点を感じているとのことであった。 
その他、除草作業は、除草することで草がなくな

ると農地の土が見えてくるため、利用者にとって

作業成果が得やすいという利点があるとのことで

あった。また、地域の農家での作業活動になるた

め、地域住民との交流の機会が増え、利用者の地

域における居場所作りを支援することにもつなが

っていると考えていた。 
2.1.3. 事例３：事業所Z 

事業所Zは、県庁所在地のM市にある。利用

者定員20名のB型事業所である。利用者の多く

は知的障害の方である。主たる作業内容は、農業

活動の他、野菜の選別・小分け・前処理作業、パ

ソコン作業などを行っている。 
農業活動の具体的な内容は、郊外の農地におけ

るニンニク栽培である。また、知り合いのベリー

栽培農家において、収穫繁忙期のベリー収穫の施

設外就労を行っている。 
事業所Zは、これまで農業活動の経験がなかっ

た。利用者の就労支援に有効であろうとの考えか

ら農業活動の導入を決め、新たに機械及び乾燥機

を購入し、郊外の農地でニンニク栽培を開始し

た。しかし、販売できるような品質の良い作物を

栽培するには中々至らず、農業活動はあまり順調

に進まなかったという。農業活動を開始して4年
目で、一定の品質を持つ作物を栽培できるように

なったが、いまだにコストと見合うだけの生産を

得るには至っていないという。 
その他、農業活動は事業運営において採算が合

わないとの課題を持っていた。例えば、市内から

郊外の農地へ移動する必要があるため、多くの利

用者を毎日連れていくことは経済的に負担も大き

い。また、所在地は冬場が長いこともあり、年間

を通じて利益を上げることができるような生産量

の確保が難しいといったことが具体的な理由であ

った。 
 上記のような課題を踏まえて、現在、事業所Z
は、地域にある農家に労働力を提供するという活

動に力点を置いている。具体的には、地域のベリ

ー栽培農家に、収穫の繁忙期に施設外就労として

人材を派遣している。 
事業所Zの管理者からは、農業活動の利点とし

て以下の4点が挙げられた。まず、一つ目は、施

設外の活動によるリラックス効果である。通常の

就労支援では事業所内で作業を行うが、農業は外

勤となるためいつもと違う環境での作業としてリ

ラックス効果が生まれているということであっ

た。二つ目は、個々人のペースを守れるというこ

とである。農作業においては作業量よりも質的な

237



側面を意識することが多く、個々の利用者のペー

スで作業を進めることになるため、結果的に個々

の利用者のペースを尊重した作業になっていると

いうことであった。三つ目は、作業の成果が見え

やすく達成感が得やすいことである。清掃などの

軽作業に比べ、農作物の成長が見えることや最終

的に農作物が得られることから作業の成果が見え

やすく、達成感も得やすいということであった。

最後は、利用者の自信の獲得である。農業活動で

は障害の程度に関係なく同じ作業を行うため、他

の利用者と自らを比較してしまい、作業量の少な

さによって自信が低下するといった状況が起きに

くいということであった。 
 

2.2. 就労支援の視点 
事業所X～Zの事例にみる農業を用いた就労支

援の効果は表2-3のように整理することができ

る。以上のように事例から農業活動を用いた就労

支援の効果として、ストレス緩和、自尊心の回

復、就労意欲の向上、人間関係の訓練、地域の居

場所作りの5つを見出すことができた。 
 
D. 考察 
1. 就労継続支援B型事業所における農業を用い

た就労支援の取組み実態 
1.1. 工賃額等との比較を通した農業作業の課題 
 農福連携を実施している事業所は、首都圏への

販路確保、オリジナル商品の開発、情報発信等の

努力が必要と言われている（佐藤，2019）。 
非農業作業は事業所における作業支援の展開を

イメージすることができるような情報がある程度

共有されており、この情報を上手く反映できてい

る事業所においては高い工賃額の維持に繋がって

いると考えられる。一方、農業はシイタケ栽培の

ような大規模な農地を必要としない作業であれば

一定程度の安定収入を見込めるものの、その他の

作業においては収入を見込むための経営規模の拡

大や販路の確保等の農業経営上の工夫が必要とさ

れ、単に農業を就労支援に組み入れるだけでは大

幅な収入増は見込めないという理由があると考え

られる。 
非農業作業については、B型事業所を中心にそ

の支援展開のあり方のイメージが確立されつつあ

る一方で、農業を用いた就労支援については、関

連する知識やスキル、実施ノウハウが共有されて

いない現状にあると考えられる。農業を用いた就

労支援の実施促進に向けては、事業所が必要とす

るこのようなスキルや知識を補うための現実的な

支援が求められると考えられる。 
 
1.2. 農業関連作業の実施促進に向けた視点 
 農福連携を含めた農業を用いた就労支援を実施

するきっかけとして、現状の支援のあり方の改善

に向けた取組みと地域要請、農業ノウハウがあっ

たことが回答された。また、農業を用いた就労支

援を新規事業として開始するための事柄として、

農業ノウハウの獲得および地域要請が挙げられ

た。 
小柴・吉田（2016）は、農業分野での障害者就

労支援の促進に向けては、地域課題解決を考慮に

入れることと、実施に向けた支援体制の構築およ

び人材育成の重要性を指摘している。また、合田

（2019）は、「福祉の地域力」と呼ぶことができ

るような地域ニーズの把握と活動の柔軟な展開が

できるような地域の力が必要と指摘している。B
型事業所において農業を用いた就労支援の実施促

進に向けては、施設内外の農業ノウハウや地域ニ

ーズといった、事業所が持つきっかけとなり得る

要素を上手く広げるような地域および行政等から

の支援が重要になると考えられる。 
 
1.3. 農業と非農業作業間で共通する課題 
 農業作業の実施事業所では、生産効率の向上や

対応が難しい作業工程への対処といった課題が挙

げられていた。また非農業作業の実施事業所で

は、従事可能な作業がないこと、工賃向上に向け

た作業検討や作業設定といった課題が挙げられて

いた。このように農業作業と非農業作業間で共通

する課題として、B型事業所の登録利用者に支払

238



われる工賃向上に向けた作業設定を中心とした課

題意識が見られた。 
 池田（2018）は、B型事業所に対する聞き取り

調査において最も多く指摘された課題として、安

定した生産力の確保を報告している。そして、こ

の課題解決に向けては利用者の確保が必要であ

り、そのために授産商品の開発等の明確な事業計

画を立て、潜在的利用者に広報を行っていくこと

の必要性を指摘している。本調査では、まず、こ

のような工賃向上につながる生産性の課題は、農

業および非農業作業の作業種目に関係なく、B型

事業所において大変大きな課題として存在してい

ることが分かる。その上で、農業を用いた作業支

援はある意味で利用者確保や工賃向上に向けた新

規の取り組みであるにも関わらず同種の課題が見

られた。単に農作業を新たな作業内容として導入

するだけでなく、このような新たな作業に職員が

十分に対応できるためには、そもそもの就労支援

の知識やスキルが十分にあることが必要であると

考えられる。 
 
1.4. 農業と非農業作業を行う事業所間で異なる課

題 
 農業作業を行う事業所における課題に関連して

木下（2019）は、農業への参入に係る課題とし

て、費用対効果および初期コスト、農閑期の対

応、販路および流通コストの3つの課題を指摘し

ている。農福連携に成功した事業所は、このよう

な課題への対応に向けて、生産（1次産業）、加

工（2次産業）、流通・販売（3次産業）の全て

を行う6次産業化などの取り組みも見られる。し

かし、なかなか全ての事業所がすることは難し

く、先の課題を解決するための手立てが思い浮か

ばない等の現状があると考えられる。本研究の分

析結果からは農業関連作業の身体的負荷の大きさ

が課題の1つとして見出されており、この点は農

業作業における特有の課題であると推察される。 
次に非農業作業を行う事業所における課題であ

るが、これは実は農業作業とも根底で共通する工

賃確保や経営の改善といった大きな構造としては

同じであると理解できる。これらの課題に対する

対処方法として、就労促進に向けたノウハウの共

有（牛野ら，2007；小谷ら，2016）や関係する者

を分野横断的に支援する体制の確立（小柴・吉

田，2016）がこれまでも指摘されているが、農業

作業については研究の途上であり、この支援をす

るためのシステムがないという現状にあると考え

られる。 
 
2. 園芸療法の観点から農業を用いた就労支援の

機能についての検討 
2.1. 園芸療法の観点から見た就労支援の機能 

B型事業所は、自らの施設の支援機能として

「安心感」及び「交流の場」の二つを園芸療法の

観点を支援として持っていると考えられた。 
松本ら（2019）の全国のB型事業所に対するサ

ンプリング調査では、日本において最も多い生活

の場や日中活動の場の提供を重視する事業所にお

ける生産活動の目的の多くは、個々の利用者の満

足と情緒の安定した時間を過ごすということを重

視していると報告している。このように、B型事

業所は、利用する障害者の安心感と交流の場を提

供していると考えられた。 
また、中尾（2017）によると、B型事業所は、

作業スキルの向上や高い工賃の支払いよりも、社

会生活に必要なルールやマナー、人間関係の調

整、精神的な支援等の福祉的要素を優先しやすい

傾向を持つことを指摘している。障害種別に関係

なく、このような福祉的要素を前提とした機能を

提供しているためと考えられる。この福祉的要素

は、園芸療法の支援機能とも類似した内容であ

り、就労支援の基盤的視点として共有されている

と考えられる。 
 
2.2. 作業内容による支援機能の違い 
農業と非農業の作業種目間で園芸療法の支援機

能の違いは確認できなかった。この違いが明確に

示されなかった理由として、事業所における園芸

療法の観点が十分に理解されていないことが考え

られる。神田ら（2001a・2001b）は、就労系障害
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福祉サービス事業所において園芸療法について十

分理解されていないこと状況を報告している。ま

た、知識普及と人材育成が必要（豊田ら，2007）
との課題も指摘されている。園芸療法は、人間と

植物の関係を扱い、植物の活用の効果があると考

えられる。今後の農福連携の促進に際しては、園

芸療法の知識の導入が有効となると考えらる。特

に日本のB型事業所における職員においては園芸

療法の知識を持つ者は少ない。農福連携の促進が

進む一方で、単に連携するだけでなく就労支援の

機能を高めるために農業をもちいた就労支援の方

法を補う研修システムの構築が前提とすることが

必要であると考えられる。まずは基盤となる支援

者の就労支援スキルを高めるための取組みの充実

等が必要あると考えられる。 
 
3. 農業を用いた就労支援の効果 
 杉原ら（2012）は、生化学的指標に基づく園芸

療法の効果研究により、精神的ストレスの低下と

肯定的感情の増加を報告している。そして、その

理由として、知的レベルを要さずに活動に取組み

やすいこと、他者との自然な交流、植物の成長が

期待できることなどを挙げている。特に知的障害

者にとって、作業に容易に取組むことを可能と

し、快感情を刺激し活動性を上げることにつなが

ると考察している。園芸療法の観点から、B型事

業所において農業活動を行うことには、室内で行

う軽作業などに比べて作業への取組みやすさや農

作物の成長に立ち会えるなどの利点があると考え

られ、ストレス緩和といった効果も期待できる。

特にB型事業所は、就業に向けた継続的な訓練が

必要とされる障害者が利用する。農業活動は、前

提となる技術が必要とされず取り組み易い作業も

あるため、B型事業所でしばしば作業として導入

されている製造系の内職作業と比較すると、農業

活動では製造量よりも作業への取組みの質的な側

面が求められるといった違いがある。これは、作

業の易しさゆえに作業遂行上の課題や作業参加へ

の不安を感じさせないような工夫が取りやすいた

めと考えられる。以上のことから、農業活動は利

用者の自尊心の回復といった支援の効果を引き出

しやすいのではないかと考えられる。 
 加えて、中本・胡（2016）は、うつ病患者に対

する園芸療法の実施の事例研究から、活動に対す

る興味・関心の高さと、活動を通しての楽しみや

やりがい等のプラスの感情を喚起させる機会が提

供できた状況を報告している。そもそも障害によ

っては倦怠感や引きこもり、場合によっては自尊

心の低下から作業活動自体に参加できない利用者

もいる場合がある。しかし、上記の報告に見られ

るようなストレス緩和及び自尊心の回復といった

効果により、農業活動は作業自体の取り組み易さ

だけでなく、相乗的に活動参加への意欲を促進

し、結果的に就労意欲の向上へもつながると考え

られる。 
Pálsdóttirら（2014）は、調査からゆっくりとし

た園芸療法を用いたプログラムが日々の生活や仕

事のあり方を肯定的に意味づけることにつながっ

ているとの結果を指摘している。本研究では、

「個々人のペース維持ができる」が指摘された

が、これは社会参加に向けての準備的な位置づけ

を持つB型事業所の居場所としての機能と関連し

ていると思われ、農業活動の導入の重要な視点に

なると考えられた。 
上原（2001）は、園芸活動を含む野外活動の持

つ特性が、知的障害者本人の探求心や興味につな

がることから発達支援のための療育効果ととも

に、意思伝達能力の向上や生活リズムの適正化に

つながることを報告している。また、Joyら
（2020）の園芸療法プログラムの効果検証の研究

においては、知的障害者の手指機能の向上のみで

なく、感情的行動・ソーシャルスキルを有意に改

善することができたと報告している。B型事業所

において農業活動は、個々人の栽培に対する関心

から主体的な意欲を引き出しやすいこと、黙々と

守られた空間を保持しやすい中で植物を通した質

問や指導などのやり取りが提供されること、利用

者が栽培という一つの目的を共有しやすいことな

どを理由にコミュニケーションスキルの向上も含

めた人間関係の機会を提供できると考えられる。 
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 また、柴谷ら（2009）は、園芸療法を用いた活

動による、参加ボランティアとの関わりの増加と

いった他者への関心拡大を示す効果を報告してい

る。このように園芸療法では、園芸活動自体のみ

ならず、生活圏（いつもと違う就業場所など）や

交流する他者（いつもと違う指導者や対人関係な

ど）も合わせて提供されることが考えられる。こ

のような環境的な変化が就労支援においては地域

の居場所作りといった効果につながることが考え

られる。 
 
E. 結論 
 本研究では、就労継続支援B型事業所における

農業を用いた就労支援の実態、農業を用いた就労

支援の機能、そして、農業を用いた就労支援の効

果について調査した。 
 農業を用いた就労支援は、単に工賃の向上のみ

に貢献するだけではなく、精神障害者等のQOL
の向上に向けた支援として効果を持つことが示唆

された。これは、利用する精神障害者等の一般就

労への移行に向けた準備につながっているとも考

えられた。 
 必ずしも農業を用いた就労支援を導入すること

が必要ではない。この研究は、そもそも就労継続

支援B型事業所において就労支援をする上での作

業準備としての課題や支援の視点の認識不足とい

った背景となる課題があることを指摘していると

考えられる。農業という素材を用いた就労支援の

効果を考慮して、就労継続支援B型事業所におけ

る就労支援の効果的な支援プログラムの構築に向

けた視点として活用していくことが必要であると

考えられる。 
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表1-1 農福連携の実施事業所（全12事業所）の作業内容等. 

順位 z 作業内容 平均工賃 

1 野菜出荷，リンゴの葉切り，エダマメの選別 17,959円 

2 ハーブ，食用花栽培，エダマメ栽培，等 14,427円 

3 水耕栽培，クルミ園の管理，野菜等栽培 14,000円 

4 野菜栽培，出店販売，野菜乾燥食品作り 13,929円 

5 水稲・果樹栽培 13,748円 

6 ネギ出荷作業，畑除草作業 13,332円 

7 エダマメの選別，草取り，ネギ選別 13,000円 

8 育苗箱の洗浄，エダマメ収穫等 12,000円 

9 ニンニク栽培，野菜栽培・販売 12,000円 

10 薬草生産（植付，収穫，除草など） 11,102円 

11 野菜栽培，養鶏 11,000円 

12 花苗，野菜等の生産，近隣農家作業 10,500円 

平均13,083.1円，標準偏差2,021.0円，最大17,959円，最小10,500円 
z 平均工賃の高い順．1位と2位の間の点線は平成30年度の全国平均工賃額（16,118

円）． 

 
表1-2 農業関連作業の実施事業所（17事業所中，工賃上位10事業所）の作業内容等. 

順位 z 作業内容 平均工賃 

1 菌床シイタケのスライス，乾燥 22,068円 

2 畑管理・作業代行，草刈り，農産物生産 20,000円 

3 畑，シイタケ 18,000円 

4 農地整備，野菜の植え付け，除草，収穫 17,070円 

5 野菜栽培・収穫・販売 15,406円 

6 野菜作り，収穫，運搬，出荷準備等 15,000円 

7 スイカ収穫，販売 12,494円 

8 稲作，精米，販売，畑作全般 12,000円 

9 畝作り，種まき，水やり，収穫，加工 11,000円 

10 野菜作り，ブルーベリー作り 10,818円 

平均11,672.5円，標準偏差5,546.4円，最大22,068円，最小4,060円 
z 平均工賃の高い順．4位と5位の間の点線は平成30年度の全国平均工賃額（16,118円），6位

と7位の間の点線は平成30年度の秋田県平均工賃額（14,869円）． 
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表1-4 タイプ別の語の出現回数. 

順位 
農業作業  非農業作業 

抽出語 出現回数  抽出語 出現回数 
1 利用 16  作業 14 
2 作業 15  少ない 5 
3 確保 7  単価 5 
4 生産 5  利用 5 
5 機械 4  工賃 4 
6 職員 4  効率 3 
7 負担 4  向上 3 
8 野菜 4  高い 3 
9 安定 3  高齢 3 
10 維持 3  種目 3 

 

表1-3 非農業作業の実施事業所（31事業所中，工賃上位10事業所）の作業内容等. 

順位 z 作業内容 平均工賃 

1 クリーニング 44,584円 

2 クリーニング 39,318円 

3 洗濯，清掃，喫茶店，食堂，売店等 37,484円 

4 パン製造，販売，施設外就労 21,000円 

5 製パン，果樹 y，園芸 y，製造，リサイクル 20,500円 

6 弁当製造，販売，軽食，掃除，除草 y 20,016円 

7 食に係る作業 18,463円 

8 製品組立，木枠加工，クリーニング業 16,300円 

9 清掃作業，受託作業 16,000円 

10 公園清掃，喫茶，菓子作り，野菜袋詰め y 15,800円 

平均13,513.0円，標準偏差10,671.0円，最大44,584円，最小3,300円 
z 平均工賃の高い順．8位と9位の間の点線は平成30年度の全国平均工賃額（16,118円）． 
y 農業関連作業とみなせる作業内容が確認できるが，本研究では調査協力事業所が非農業作業を

実施と回答したため非農業作業の実施事業所として整理した． 
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図1-1 農業作業における課題の共起ネットワーク分析. 

 

図1-2 非農業作業における課題の共起ネットワーク分析. 
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表2-1 探索的因子分析結果（プロマックス回転後） 

項目 Ⅰ Ⅱ 

第1因子「安心感」（α=.85） 

4 
利用者が「安心感」や「人の暖かさ」に触れる中で自分のできることに

気持ちを向けられることができる。 
.91 -.10 

3 
利用者が自らの存在を受け入れてもらえたと感じることができる。 
 

.77 -.02 

2 
利用者が共通の障害を持つ他者との交流を通して「自分1人じゃなかっ

た」と気持ちを安らげることができる。 
.63 .12 

1 
利用者が「ここに来るだけでもほっとする」「なんだかもう一度やれそ

う」というような思いを持つことができる。 
.59 .27 

第2因子「交流の場」（α=.70） 

5 
利用者が，生活や趣味など多くの情報が交わされる自由で自然な交流の

場を持つことができる。 
-.13 .98 

11 
利用者が自身の「あるがまま」を受け入れるための心のゆとりの時を持

つことができる。 
.05 .49 

7 
利用者が社会生活に必要な技能や人との距離感の持ちかたなどを身につ

けることができる。 
.14 .45 

10 利用者が五感を活用した身体的な体験を他者と共有することができる。 .19 .35 

因子間相関 Ⅰ Ⅱ 

Ⅰ ― .49 

Ⅱ ― ― 

 

表2-2 作業種目間での因子得点の比較 

 農業作業（n=29）  非農業作業（n=30） 

p値 平均値 標準偏差  平均値 標準偏差 

安心感 3.64 0.66  3.86 0.54 0.165 

交流の場 3.38 0.53  3.32 0.6 0.686 
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表2-3 農業活動の就労支援の効果． 
事業所名 支援効果 事例における就労支援の視点 

事業所X 
就労意欲の向上 

・主体的選択によるストレングスの引き出し 
・就労することへの動機づけ 
・活動範囲拡大のためのきっかけ提供 

人間関係の訓練 ・人間関係やコミュニケーションの練習 
地域の居場所作り ・自分の生活する地域の認識 

事業所Y 
ストレス緩和 ・農業活動によるストレス発散や軽減 
自尊心の回復 ・作業の達成感の得やすさ 
地域の居場所作り ・地域住民との交流機会の活用 

事業所Z 
ストレス緩和 

・活動によるリラックス 
・個々人のペースの維持 

自尊心の回復 
・達成感の得やすさ 
・自信の獲得 
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